
１　開会あいさつ

２　条例等の説明　　　　　　　　　　　　　　　　

　(１)　美祢市新本庁舎整備アドバイザー会議設置条例　(平成30年美祢市条例第39号)

　(２)　同　委員名簿

　(３)　同　会長及び副会長選任について

３　基本設計・実施設計委託事業者紹介

４　議事

　(１)　会議の公開について

　(２)　基本計画の概要について

　(３)　技術提案書について

　(４)　基本平面計画（素案）について

　(５)　今後のスケジュールについて

５　その他

　・  次回　第８回アドバイザー会議 ５月中旬

６　閉会

資料

・美祢市新本庁舎整備アドバイザー会議設置条例　(平成30年美祢市条例第39号)

・美祢市新本庁舎整備アドバイザー会議委員名簿

・美祢市新本庁舎整備基本計画

・資料１

・資料（技術提案書）

・資料（マイルストーン工程管理表）

・資料（建替計画図）

・資料（必要諸室の階配置案）

・資料（平面図Ａ、Ｂ、Ｃ案）

令和２年３月26日

市役所３階委員会室

第７回　美祢市新本庁舎整備アドバイザー会議　次第
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○美祢市新本庁舎整備アドバイザー会議設置条例 

平成30年12月25日 

条例第39号 

改正 令和元年12月20日条例第26号 

（設置） 

第１条 本市の新本庁舎の整備に関する事項を審議及び検討するため、地方自治法（昭和22

年法律第67号）第138条の4第3項の規定により、美祢市新本庁舎整備アドバイザー会議（以

下「アドバイザー会議」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 アドバイザー会議は、次に掲げる事項について審議及び検討を行うものとする。 

(1) 新本庁舎整備の基本計画に関すること。 

(2) 新本庁舎の事業手法等に関すること。 

(3) 新本庁舎整備の基本・実施設計に関すること。 

(4) 前3号に掲げるもののほか、新本庁舎の整備を検討するために必要な事項に関するこ

と。 

（組織） 

第３条 アドバイザー会議は、10人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。 

(1) 公共建築に関して識見を有する者 

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、市長が委嘱又は任命した日から美祢市新本庁舎整備基本・実施設計

が完了した日までとする。ただし、任期中であっても、その本来の職を離れたときは、委

員の職を失うものとする。 

（会長及び副会長） 

第５条 アドバイザー会議に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、アドバイザー会議を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 アドバイザー会議の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、会議の議長

となる。ただし、委嘱又は任命後最初の会議は、市長が招集する。 

２ 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

３ 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くこと
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ができる。 

４ 会議は、公開とする。ただし、会長が特別の事由があると認める場合は、会議の全部又

は一部を非公開とすることができる。 

（庶務） 

第７条 アドバイザー会議の庶務は、総務部総務課において処理する。 

（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、アドバイザー会議に関し必要な事項は、会長が会議

に諮って定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（令和元年条例第26号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

 



№ 氏名 備考

１ １号 建　築 内　田　文　雄
山口大学名誉教授
基本構想策定委員会　会長

２ １号 建　築 加　藤　久　雄 山口県建築士会理事

３ １号 環　境 小　金　井　真 山口大学大学院創成科学研究科 教授

４ １号 防　災 鈴　木　素　之 山口大学大学院創成科学研究科 教授

５ １号 情　報 遠　藤　勇　一 総務省地域情報化アドバイザー

６ ２号 産　業 吉　野　　 一 美祢市商工会　会長

７ ２号 産　業 杉　本　　 智 
自営
基本構想策定委員会　 副会長

８ ２号 産　業 藤　岡　周　志 カルスト森林組合　事業課長

９ ２号 産　業 石　田　晋　也 一般社団法人美祢青年会議所　理事長

10 ２号 福　祉 山　本　真 佐 子
社会福祉法人美祢市社会福祉協議会
地域福祉課地域福祉係長

美祢市新本庁舎整備アドバイザー会議(平成30年12月条例第39号)第３条の定めに
より選定。

美祢市新本庁舎整備アドバイザー会議委員名簿

区分



資料１

　１　契約相手方 ㈱東⏿建築事務所広島支所

　２　契約金額 金１１９,９００,０００円

　３　委託期間 令和３年(2021年)３月25日まで

　４　本　社 大阪府大阪市中央区

　５　設　立 昭和７年12月

　６　社員数 合計308人　・技術系職員285人(内一級建築士191人)

　　　　　 ・事務系23人

　７　実績 県内 長門市庁舎　　山口県警山口署　　

福祉総合支援センター(山口市)

庁舎関係 真庭市 西予市 出水市 国東市 (竣工済）

高砂市 坂出市 （工事中）

善通寺市 土佐市 （実施設計中）

美祢市新本庁舎整備基本・実施設計業務委託














